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特 多施設共同研究推進の本邦における問題点

秋田大学医学部救急医学

多治見公高

今回の発表では、本学会多施設共同研究

委員会(本委員会)の活動状況を報告する

と共に、本邦における臨床研究の問題点を

考えてみる。その上で、会員諸氏と議論を

し、今後の活動方針を決定する場としたい。

ここに参加している全ての人が認識して

いると思われるが、本邦における医療の実

践に際しての正しい決断を支える情報は欧

米から出されたもののみである。このこと

に是も非も無い。ただ、「学体主集会を開催し

そこに参集する意義があるのかJという疑

問が生じ、また「本邦は世界の臨床医学に

貢献できないのカリという、寂しさが残る。

近年、欧米で盛んに行われている多施設

共同研究、たとえばiARDSNet stuc¥y Jは、

ARDSに対する呼吸管理での臨床的疑問、

つまりグレーゾーンに対して結論を出す最

短かっ最強の手段(研究組織)であること

に異論は無いであろう。しかし、本邦の現

実を見ると、そのことを理解しているとは

思われない。さらに悲樹句に見れば、学会

の運営、参加を主目的に、グレーゾーンを

グレーのままに温存したいとし、う無意識な

集団的な行動とさえ感じられる。領域は異

なるが、「脳低体温療法Jの有効性が明らか

になった過程での本邦と先進国との行動の

差は明らかである。つまり、 NewEng. J. 
Medに二つのRCTが報告されるまでの問、

狂信的な肯定派と否定的なEBM信奉者が、

多くの時間を使い学会の場で議論をした。

同様な現象は、 P恥1x、 CHDF、動注療法な

ど、数えればきりが無い。

そのような状況の中で、本邦からも質の

高い臨床研究を出したいとの願し、から本委

員会活動は出発した。本末転倒ではあるが、

テーマを探すことから開始することとなっ

た。いくつかのテーマが出された後に、

iARDSに対する HFOの有効性に関する

多施設ランダム化比較臨床試験Jに決定し

た。しかし、この委員会決定を具体化する

にあたり、理事会との意見のくいちがいが

生じた。その一つは「公」である学会が、

機器の許認可の問題も含め、 一企業に利益

誘導をすることにならないか、あるいは逆

に、不利益を与えることは避けねばならな

い、との見解が示された。突き詰めると、

本委員会が有効であるヵ、否かの結論は出す

べきではないということになる。いずれに

しても、委員長の力量の不足で、欧米での

結論を追し、かける形での研究しかできない

こととなった。

現在の日本の臨床医学研究の遅れを言寄哉

し、今後、本邦から質の高い臨床研究結果

を発信し、世界の医療に貢献するにはし、か

なるシステムを構築する必要があるのか、

真剣に考えたい。




